
下市町住宅リフォーム助成制度のお知らせ 

 今年度も引続き、下市町内の木材業者（製材所）で購入した木材（吉野郡内で生産また

は製材された木材）で住宅のリフォームを行った方に対して補助金の交付を行います。 

〈補助対象となる要件〉 

この補助金を受けるには次の要件すべてを満たす必要があります。 

 ①下市町に住所を有する方が、下市町内で自ら居住するための住宅並びに同一敷地内に

ある関連建物の修繕、改修、増改築工事であること。（但し、独立した敷地にある店舗、

事務所、工場、倉庫等は対象外です。） 

 ②下市町内に本社を有する法人又は下市町内に住所を有する個人の施工業者（建設業許

可の建築一式登録者または、大工業で生計を立てている業者）を利用して令和８年４

月１日以降に申請し、令和９年３月１９日までに完了する工事であること。 

 ③下市町内の木材業者（製材所）で購入した、吉野郡内で生産または製材された木材を

使用した修繕、改修、増築工事であること。 

 ④建築基準法等の関係法令の基準を満たしていること。 

 ⑤同一世帯全員が町税等の滞納がないこと。 

 ⑥修繕、改修、増改築に要する費用が２０万円以上であること。（町が実施する他の補助

制度の対象部分を除いた工事費） 

※借家等の場合は、所有者の承諾が必要です。また、公営住宅は補助対象外です。 

〈補助金交付額〉 

 ●当該工事に使用した木材で下市町内の木材業者（製材所）にて購入した、吉野郡内で

生産または製材された木材の購入額とし、最高限度額は２０万円とします。（但し、町

が行っている他の補助制度の対象部分を除きます。） 

 ●補助金の交付は１回限りとします。（限度額を満たない場合も、後日、残額の申請はで

きません） 

 ●本制度の令和８年度の実施期間は、最終受付を令和９年１月８日とし、完成期日を令

和９年３月１９日とします。これを超えるものは、補助の対象となりません。 

 ※リフォーム工事の完了検査は、担当職員が実施しますが、工事内容に応じて税務財政

課職員同行で行う場合があります。 

 ※補助金の交付は、工事完了後となります。 

その他詳細につきましては、下記までお問い合わせください。 

お問合せ・お申込先 下市町役場建設課 

〒638-8510 

吉野郡下市町大字下市 1960 番地 

TEL：0747-52-0001（代表）、IP直通：0747-68-9067 


